
令和元年東日本台風の多摩川雨水幹線流域における
再度災害防止に向けた取組に関する説明会

（猪方排水樋管の流域）

令和８年５月15日、16日

狛 江 市

（参考資料）



参考資料１

 これまでの説明経緯
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 参考1-1. これまでの説明経緯
・令和元年10月12日～13日
  令和元年東日本台風（台風第19号）による災害

・令和元年11月９日
   『台風第19号に伴う排水樋管（堤防を横断する水路）等に関する説明会』
   ・台風第19号の概要
   ・排水樋管の概要と操作状況について
   ・今後の対策について
   ・被災に伴う各種減免制度等について

・令和２年４月
  令和元年東日本台風に伴う浸水被害対策 
  中間報告（書面開催）

・令和２年９月18日、19日
   『令和元年東日本台風に伴う浸水被害への市の取組みに関する説明会』
  （令和元年東日本台風に伴う浸水被害対策最終報告）
   ・狛江市の下水道・樋管の概要
   ・令和元年東日本台風（台風第19号）及び被害の概要
   ・台風時の水防活動
   ・浸水シミュレーション結果
   ・課題と今後の方向性
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 参考1-2. これまでの説明経緯

・令和４年７月28日、31日
   『令和元年東日本台風（台風第19号）に伴う浸水被害への市の取組
    に関する市民説明会』
   ・これまでの説明経緯
   ・令和元年東日本台風（台風第19号）の概要
   ・前回説明会（令和２年９月最終報告）の概要
   ・再度災害防止に向けた中長期的な浸水対策（ハード対策）
   ・浸水被害軽減に向けたその他の取組
   ・質疑応答
   ・意見募集
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参考資料２

 令和元年東日本台風（台風第19号）の概要
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 参考2-1. 降雨の基礎情報

■令和元年東日本台風（台風第19号）の概要
小河内・檜原・御岳において、48時間雨量が600㎜を超え、

  檜原・高尾・御岳・多摩においては、観測を開始してから最大の雨量を観測
調布市役所における観測雨量は、最大30mm/時、累積雨量256mm
狛江市役所における観測雨量は、最大38.5mm/時、累積雨量299.5mm

 出典：多摩川緊急治水対策プロジェクト（国土交通省HP）に一部加筆 
 URL：（https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768746.pdf）
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https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768746.pdf


 参考2-2. 水位等の基礎情報

■多摩川水位の状況
多摩川の基準地点である石原水位観
測所（東京都調布市）においては、
氾濫危険水位を超過し、10月12日22
時 50 分 に は 、 既 往 最 高 （ ※1 ） の
ピーク6.33mの水位を記録

出典：多摩川緊急治水対策プロジェクト（国土交通省HP）

10月12日13時に水防団待機水位であ
る4.0mを超過し、その後も水位が上
昇
10月12日13時50分に避難判断水位及
び氾濫注意水位である4.3mを超過し、
18時40分に計画高水位である5.94m
を超過
さらに水位が上昇し、石原水位観測
所 に お い て 22 時 50 分 に 観 測 し た
6.33mをピークに、その後水位が低
下

出典：多摩川緊急治水対策プロジェクト（京浜河川事務所HP）URL：（https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000768746.pdf） 6
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参考資料３

 浸水被害軽減に向けたこれまでの取組状況
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 参考3-1.  浸水被害軽減に向けた取組一覧

○令和元年東日本台風による浸水被害
を受け、これまで浸水被害軽減に向け
ハード・ソフト対策を段階的に実施

A 施設や設備等の整備

B 分かりやすい情報発信

C   早めの避難につなげる対策、避難所

D その他のソフト対策 
  助成、 訓練、 検討会の実施

＜内水ハザードマップ（狛江市）＞
8



A  施設や設備等の整備 取組状況

A-1 水位計等の設置 令和２年７月完了

A-2 排水樋管等の遠隔操作化 令和５年５月完了
（猪方排水樋管）

A-3 雨水浸透施設の設置 継続実施

A-4 可搬式排水ポンプの配備 令和３年12月完了

A-5 土のうステーションの設置 継続実施

A-6 河道掘削・樹木伐採（国土交通省） 令和８年度実施

A-7 小河内ダムの洪水対策への協力
（多摩川水系治水協定） 令和２年5月 協定締結
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 参考3-1. （A）施設や設備等の整備



参考3-1.(A-1) 水位計等の設置

設置機器 数量
圧力式水位計 ２台
Webカメラ ２台
雨量計  １台
流向流速計 １台
無停電電源装置
太陽電池ユニット

目的：観測機器の設置により、河川水の逆流発生の状況を確認し、排水樋管ゲートの操作
   を確実化するとともに、市民にリアルタイムで排水樋管の情報を共有
内容：排水樋管内外に水位計、流向流速計、Webカメラ等を設置し、水位情報や映像を
   インターネットで公開
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■水位計等設置箇所



参考3-1.(A-2) 排水樋管等の遠隔操作化

目的：職員退避時等においても、ゲート開閉等を可能とする
内容：六郷排水樋管・猪方排水樋管のゲート設備及び排水ポンプを市役所庁舎から遠隔操作化
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■樋管操作の遠隔操作化

＜現在＞

＜これまで＞



参考3-1.(A-3) 雨水浸透施設の設置

雨水流出抑制に
関する指導要網等 対象規模 対策内容

狛江市まちづくり条例
狛江市雨水流出抑制施設設置要綱

公共施設及び敷地面積500m2以上
の民間施設

500m3/ha

敷地面積500m2未満の民間施設 300m3/ha

雨水流出抑制施設
（浸透ます）の助成 対象規模 対策内容

狛江市雨水浸透ます設置助成金
交付要綱

個人所有の戸建住宅、集合住宅
（まちづくり条例該当物件除く）

設置基準に基づく施設設置、
金額助成、限度額約40万円
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参考3-1.(A-4) 可搬式排水ポンプの配備

配備状況

１分間に0.5ｍ3 排水できる可搬式排水ポンプ
４台を設置

令和２年７月

１分間に15m3排水できるフラッドポンプ１台と
１分間に４ｍ3 排水できるマンホール用ポンプ
１台を備えたポンプユニットを配備
 
令和３年12月
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参考3-1.(A-5) 土のうステーションの設置
・各家庭での浸水対策を推進するため、自由に持ち出すことができる土のうを保管する
土のうステーションを設置
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■国土交通省 多摩川緊急治水対策プロジェクト（河川改修について） 

出典：多摩川緊急治水対策プロジェクト（京浜河川事務所HP）多摩川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況 15

参考3-1.(A-6) 河道掘削・樹木伐採  (国土交通省）



■国土交通省 多摩川緊急治水対策プロジェクト（進捗状況）

 参考3-1.(A-6) 河道掘削・樹木伐採（国土交通省）

出典：多摩川緊急治水対策プロジェクト（京浜河川事務所HP）多摩川緊急治水対策プロジェクトの進捗状況 16



参考3-1.(A-7) 小河内ダムの洪水対策への協力（多摩川水系治水協定）

17出典：多摩川緊急治水対策プロジェクト（京浜河川事務所HP）多摩川流域協議会(令和4年3月10日) 資料ー２ー１



B 分かりやすい情報発信 取組状況

B-1 水位情報等の公開 令和２年７月完了

B-2 内水ハザードマップの作成・公表 令和８年２月改定

B-3 電柱等への想定浸水深表示 令和５年度完了

B-4 市内気象情報及び防災情報の配信
既往の浸水記録等の公表 継続実施

B-5 広報誌による情報発信 継続実施

C   早めの避難につなげる対策、避難所 取組状況

C-1 マイ・タイムライン作成支援 継続実施

C-2 避難所の開設訓練 継続実施

C-3 避難所の開設・混雑情報の提供 継続実施

C-4 自動車での避難場所の拡充 継続実施
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 参考3-2. （Ｂ）分かりやすい情報発信（Ｃ）早めの避難につなげる対策、避難所



参考3-2. (B-1) 水位情報等の公開

■狛江市猪方排水樋管・六郷排水樋管
• 猪方排水樋管・六郷排水樋管の水位等を市のホームページから確認可能
• 市ホームページ：アドレス https://komae-hikan-suii.jp/ 

19

猪方verに修正できる？



参考3-2. (B-2) 内水ハザードマップの作成・公表

市ホームページ、狛江市内水ハザードマップ
アドレス：https://www.city.komae.tokyo.jp/bosai/map.html#flood
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・令和８年２月に、内水浸水に係る
 ハザードマップを更新



参考3-2. (B-3) 電柱等への想定浸水深表示 

■ 想定浸水深表示について

・多摩川洪水時の浸水想定区域内の電柱に145箇所設置済み

21



参考3-2. (B-4) 市内気象情報及び防災情報の配信

■市内気象情報及び防災情報の配信
・防災行政無線や市ＨＰでの「緊急災害情報」に加え、登録者に安心安全情報をメール配信す

る「こまえ安心安全情報メール」や「狛江市緊急災害情報メール」、「狛江市公式フェイス
ブック」、「狛江市公式X（旧：ツイッター）」などで、緊急時の市内気象情報、防災情報の
配信

・こまえ安全安心情報メール 
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/42,32856,328,2045,html

・狛江市公式フェイスブック
 https://www.facebook.com/KomaeCity/

・狛江市公式X（旧：ツイッター）
  https://x.com/KomaeCity

・狛江市公式LINE
 スマートフォンなどでLINEアプリを起動して、
 次のいずれかの方法でアクセスしてください。
  メニューの「ホーム」から、「狛江市」・「＠komaecity」と入力して検索
 「友だち追加」で「QRコード」を選択して、左の二次元コードを読み取る
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ホームページ



参考3-2. (B-4) 既往の浸水記録等の公表

・令和元年東日本台風 狛江市の記録
 令和元年東日本台風（台風第１９号）における狛江市の記録をまとめた
 「令和元年東日本台風 狛江市の記録」を発行（令和２年９月）

・市内浸水確認箇所一覧
 過去に狛江市内で発生した浸水被害状況を記録した「市内浸水確認箇所一覧」
 を公表

■ 狛江市 浸水記録の公表
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参考3-2. (B-5) 広報誌による情報発信

安心安全通信 vol.13

・掲載内容：防災（風水害）
【配布エリア】
  市内全戸配布
【情報紙概要】
  タブロイド版（広報こまえと同サイズ） 
 ４面、カラー印刷
【発行時期】
    年３回

■狛江市安全安心通信

24



参考3-3. (C-1) マイ・タイムライン作成支援

「東京マイ・タイムラインセミナー」
狛江市防災センター３階 令和２年８月29日（土）

マイ・タイムラインとは：
 住民一人ひとりの防災行動計画

内容：
 台風等の接近による大雨によって河川の水位が
上昇する時に、自分自身がとる防災行動を時系列
的に整理を行うもの

目的：自ら考え命を守る避難行動のための一助に

25

■マイ・タイムライン



参考3-3. (C-2) 避難所の開設訓練

四中での避難所開設訓練
（避難者スペース設定）

ニトリ狛江ショッピングセンター
避難場所開設訓練
（仮設トイレ設置）

風水害時の避難所運営訓練を実施
 ・災害時に避難所へ派遣される職員、各施設管理者、避難所運営協議会が連携して実施

民間施設駐車場における避難場所の開設訓練を実施
 ・ユニディ狛江店
 ・ニトリ狛江ショッピングセンター

26

■避難所開設訓練

■避難所開設訓練



参考3-3. (C-3) 避難所の開設・混雑情報の提供

■避難所の開設・混雑情報の提供
避難所の混雑情報を公開・提供
・災害発生時に、避難所の開設・混雑状況の情報を提供するため、株式会社バカンと協定を締結
 

株式会社バカン 狛江市周辺の避難所 
https://vacan.com/map/35.631497028488546,139.57598916021115,13?genre=e
vacuation-center&areaName=komae-city-evacuation

27

株式会社バカンには、マップ上で近くの施設等の空き・混雑状況を確認できる「VACAN Maps」を提供して
おり、インターネット上で、市民の皆さんはこの「VACAN Maps」にパソコンやスマートフォン等でアクセ
スすることで、各避難所の位置や混雑状況を確認することができます。



参考3-3. (C-3) 多摩川洪水時避難所の増設

 洪水浸水想定区域内の施設も避難所の対象に
 ・従来の避難所（体育館）に加えて、校舎を避難所として指定
 ・各施設の利用可能階数：洪水浸水想定区域図（想定最大規模）を基に設定

番号 名称

１ 狛江第五小学校

２ 狛江第一中学校

３ 狛江第四中学校

４ 上和泉地域センター

従来の避難所

変更後の避難所（   は増設）
番号 名称 利用可能階数

１ 狛江第一小学校 体育館・校舎１階以上

２ 狛江第三小学校 校舎３階以上

３ 狛江第五小学校 校舎２階以上

４ 狛江第六小学校 校舎３階以上

５ 和泉小学校 校舎２階以上

６ 緑野小学校 体育館・校舎１階以上

７ 狛江第一中学校 体育館・校舎１階以上

８ 狛江第二中学校 校舎３階以上

９ 狛江第三中学校 校舎２階以上

10 狛江第四中学校 体育館・校舎１階以上

11 上和泉地域センター 体育館・１階以上

12 中央公民館 ２階以上

※すべて体育館のみ

28

■多摩川洪水時避難所の増設



参考3-3. (C-4) 自動車での避難場所の拡充（狛江市） 

・車両での避難が必要な方のための避難場所を拡充
 避難場所として開設できるように民間と協定を締結

駐車場の名称 所在 台数

ユニディ狛江店 和泉本町4-6-3 375台
ニトリ狛江
ショッピングセンター 岩戸南2-4-3 350台

 このほか、民間駐車場等と協議中です。

29

■自動車での避難場所の拡充



 参考3-4.（D）その他のソフト対策 助成、 訓練、 検討会の実施

D その他のソフト対策 助成、 訓練、 検討会の実施 取組状況

D-1 排水樋管の操作規則の策定
（六郷排水樋管・猪方排水樋管） 策定済み

D-2 水防訓練の実施 継続実施

D-3 雨水浸透ます無料設置（調布市）
雨水浸透ます・貯留タンクの設置助成（狛江市） 継続実施

D-4 止水板等設置に対する助成制度 令和３年４月開始

D-5 防災講演会、出前講座、防災カレッジの開催 継続実施

D-6 防災まちづくり（都市計画マスタープラン等） 令和４年12月策定

D-7 気候変動を踏まえた浸水対策計画の策定
（雨水管理総合計画） 令和６年10月策定

30



参考3-4.(D-1) 排水樋管の操作規則の策定（猪方排水樋管）

堤防
ゲート
排水樋管

0ｍ

3.5ｍ
4.5ｍ
5.2ｍ
7.8ｍ

多摩川

逆流
順流

計画高水位

住宅地側最低地盤高

②
③④
⑤⑥

⑦

①
変更のポイント
★逆流を確認したら樋管を閉じる
★5.2mになったら順流でもポンプを稼働
★河川の計画高水位以上になると
河川へ排水できないため、樋管を閉じて
ポンプを停止し、職員は退避する。

樋管敷高からの高さ 流れの向き 職員 樋管 ポンプ 見直し
内容

⑦ 7.8m 計画高水位 到達 - 退避 閉 塞 停 止 追加

⑥ 5.2m 住宅地側最低地盤高 以上 逆 流 閉 塞 稼 働 追加

⑤ 5.2m 住宅地側最低地盤高 以上 順 流 水位監視 開 放 稼 働 追加

④ 4.5m 以上 逆 流 閉 塞 稼 働 追加

③ 4.5m 以上 順 流 水位監視 開 放 準 備 追加

② 3.5m 到達 現場に常駐し、水位観
測 開 放 ー 変更なし

① 3.5m 未満 巡回監視 開 放 ー 変更なし
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参考3-4.(D-2) 水防訓練の実施

• 令和元年東日本台風（台風第19号）時に課題となっていた排水樋管の対応や避難所の運営、職
員態勢を決定する災害対策本部会議などの訓練を実施

実施日 実施訓練
令和２年６月11日 合同訓練
令和３年６月６日 排水樋管対応訓練
令和３年６月20日 狛江市総合水防訓練
令和４年６月３日 排水樋管対応訓練
令和４年６月12日 狛江市総合水防訓練
令和５年６月11日 狛江市総合水防訓練
令和６年６月16日 狛江市総合水防訓練
令和７年５月25日 狛江市総合水防訓練
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■水防訓練の実施



参考3-4.(D-3) 雨水浸透ます・貯留タンクの設置助成（狛江市）

雨水浸透ます、雨水貯留槽（タンク）の設置についても
助成金制度を活用して推進

実施時期：実施中

宅地内 雨水浸透ます 雨水貯留タンク
33

雨水浸透ます・貯留タンク：
 雨水をできるだけ地下へ浸透させ下水道や河川への流出を抑制し
 浸水水害を軽減



参考3-4.(D-4) 止水板等設置に対する助成制度

 風水害時における浸水被害の防止及び軽減を図るため、
住宅（共同住宅を含む。）、店舗、事務所等において、止
水板の設置その他の浸水防止対策を実施した方に対して、
設置等に要した費用の一部を助成する制度を創設

助成対象事業 対象となる方 基準額
助成割合 助成額の上限

止水板の設置工事
（止水板の製品購入費を含む） 過去に浸水被害を受けた

ことがある住宅等、又は、
浸水被害が発生するおそ
れのある地域にある住宅
等の所有者、使用者又は
管理組合

実支出額の２分の１

30万円

浸水被害防止又は軽減に
資する関連工事 20万円
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参考3-4.(D-5) 建築物の浸水対策

 狛江市では、雨水をできるだけ地下へ浸透させ、または貯留させるための一つ
の事業として、平成25年４月に「狛江市雨水流出抑制施設設置要綱」を施行

１．対象となる施設
 公共施設及び民間施設が対象（駐車場・私道を含む）

２．対象となる行為
 公共施設又は民間施設の排水設備の新設又は改築を伴う新築、改築、増築、大規模な修
繕等又は敷地の形質の変更を伴う行為

３．雨水流出抑制施設の対策量
 対象施設の敷地面積に、下記の表の単位対策量を乗じた量の施設を設置 
 

施  設 単位対策量
公共施設 ５ｍ3/100ｍ2

民間施設（敷地面積500ｍ2以上） ５ｍ3/100ｍ2

民間施設（敷地面積500ｍ2未満） ３ｍ3/100ｍ2
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参考3-4.(D-6) 防災講演会、出前講座、防災カレッジの開催

 市民の防災意識を高めるため「防災講演会」や「防災カレッジ」を開催
 市民の皆さんが主催する学習会などに市の職員等が講師として出向き、行政の
制度や市政の取組など、専門知識を生かして、分かりやすく説明などを行う制度
である「出前講座」を実施

令和５年10月 防災カレッジ

令和８年２月 防災カレッジ
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  令和４年12月に狛江市都市計画マスタープラン・立地適正化計画を策定
 多摩川・野川の洪水時の想定浸水深3.0m以上、家屋倒壊等氾濫想定区域を含む周辺エリアを
防災環境形成エリアとして定め、狛江市における自然災害のうち、特に対応が求められる河川
洪水の影響が大きく想定される区域において、災害にも強い、安心・安全なまちづくりを目指
し、ハード・ソフトの対策を特に検討することとしている。
 また防災指針を定め、防災上の課題を踏まえ、取組方針、取組施策とそのスケジュールを示
している。

 参考3-4.(D-7) 防災まちづくり（都市計画マスタープラン等）
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参考3-4.(D-8) 気候変動を踏まえた浸水対策計画の策定（雨水管理総合計画）

・「東京都豪雨対策基本方針」を基に、令和６年10月に策定
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